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平成２６年度 税制改正（速報） 

  

 

  

 

12 月 12日に、自民党と公明党から「平成 26年度税制改正大綱」が公表されました。最大の焦点とさ

れた消費税の軽減税率制度については、税率 10％時に導入するとされました。消費税増税に伴う法人課

税、個人課税はどうなるのかにも注目が集まりましたが、法人は減税措置、個人は増税措置となりまし

た。今回発表された大綱は、10月に公表された民間投資活性化等のための税制改正の内容も含めたもの

になっています。12月に新たに公表された主な論点のポイントを解説します。（  増税  減税）  

なお、10月に公表された「民間投資活性化等のための税制改正」の内容は、2013年 10月発行の Actus 

Newsletterに記載しておりますので、そちらをご参照ください。 

■ 法人課税 

 法人課税は主に減税措置となっています。税率改正までの内容には至らず、小振りな改正といえます。 

 

項目 内容 適用期日等 

復興特別法人税

１年前倒し廃止 

【廃止】 

 

○復興特別法人税の課税期間を１年前倒しで廃止 

 

＜適用期間＞ 

平成 24年 4月 1日～平成 27年 3月 31日までの期間内において最初

に開始する事業年度から 3 年間と定められていたところ 1 年前倒し

し、2年間で終了 

 

※ 3月決算法人は、平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日（平

成 27年 3月期）より適用がなくなる 

 

○利子や配当に課せられる復興特別所得税は、法人税の額から控除し、 

控除しきれない金額は還付される 

 

2年間の適用

をもって廃

止 

 

交際費等の損金

不算入枠の拡大 

【延長、拡充】 

 

○交際費等の損金不算入制度を 2年延長し、飲食のために支出する費 

用の 50％を損金算入できるようにする 

 

○年 800 万円まで損金算入される中小法人の特例も 2年延長される 

 

○中小法人は、「飲食費 50％の損金算入」と「中小法人の特例」のい 

ずれかを選択適用できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 3

月 31日まで 

 

 

 

 
 

改正前 改正後

飲食費
の50％損金

改正前

飲食費
の50％損金

損金不算入

中小法人以外
全額損金不

算入

損金不算入

損金不算入

損金不算入

中 小 法 人

損金算入損金算入

損金不算入 損金不算入

改正後

or

飲食

以外

飲食

800

万円

800

万円

飲食

以外

飲食費
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地方法人課税の

偏りの是正 

【新設】 

 

 

○地方税の法人住民税の税率を引き下げ、その分を新設される国税の

「 地方法人税 」に振り分ける 

 

＜標準税率の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業税における地方法人特別税（国税）の税率を引き下げ、法人事 

業税（地方税）の税率を引上げる 

 

○住民税、事業税の税率の変更はいずれも税の配分先の変更であり、 

法人の負担する合計税率に変更はでない 

 

いずれも平

成 26年 10月

1日以後に開

始する事業

年度から  

 

 

その他延長措置 

【延長】 

○雇用促進税制の適用期限を２年延長 

 

 

○使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 

 

 

○中小法人等以外の欠損金の繰戻還付の不適用措置の２年延長 

 

平成 28 年 3

月 31日まで 

 

期限の撤廃 

 

平成 28 年 3

月 31日まで 

 

■ 個人所得課税 

個人所得課税の改正は、消費税率の引上げや、復興特別所得税による低所得者層への負担増を配慮し、

昨年度に引き続き、富裕層への課税が強化されています。 
 

項目 内容 適用期日等 

給与所得控除の

見直し 

【引下げ】 

 

○給与所得控除の上限を漸次、引き下げる 

給与所得控除の上限は、平成 28年において給与収入が 1,200万円超

となる場合に 230 万円となり、平成 29 年分以後は給与収入が 1,000

万円超となる場合に 220万円となる 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年分

から 

 

 

ＮＩＳＡ口座の

開設等取り扱い

を柔軟化 

【新設】 

 

○ 1 年単位で、ＮＩＳＡ口座を開設する金融機関の変更を可能とする 

 

○ ＮＩＳＡ口座を廃止した場合、翌年以降にＮＩＳＡ口座を再開設す

ることも可能にする 

 

平成 27 年 1 

月 1日以後 

 

平成27年まで
（現行）

平成28年 平成29年以後

上限額が適用される
給与収入

1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超

給与所得控除額の
上限

245万円 230万円 220万円

改正前 改正後
地方税
　道府県民税 5.0% 3.2%
　市町村民税 12.3% 9.7%

小計 17.3% 12.9%
国税
　地方法人税 - 4.4%

合計税率 17.3% 17.3%
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ゴルフ会員権等

の損益通算の廃

止 

【廃止】 

 

○ゴルフ会員権、リゾート会員権を「生活に通常必要でない資産」と 

して、譲渡損失が生じた場合、他の所得との損益通算ができないよ

うになる 

 

＜生活に通常必要でない資産＞ 

①競走馬その他射こう的行為の手段となる動産 

②別荘など主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有する

不動産 

③生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの 

④１個又は１組の価額が 30万円を超える貴金属、書画、骨董など 

⑤主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有する不動産以 

外の資産（ゴルフ会員権等） ← 改正による追加項目 

 

※ 平成 26年 4月 1日以後の資産の譲渡等から適用されるため平成

26年 3月 31 日までの譲渡等の検討が重要となる 

平成 26 年 4

月1日以後の

資産の譲渡

等から 

 

相続税額の取得

費加算の見直し 

【見直し】 

○相続により取得した土地等を譲渡した場合に、取得費に加算される 

相続税額の計算を見直す 

 

＜取得費に加算される相続税額＞ 

 

 

 

 

 

平成 27 年 1

月 1 日以後

に開始する 

相続等によ

り取得した

資産を譲渡

する場合 

 

ストックオプシ

ョン税制の規制 

【見直し】 

 

 

 

 

○税制非適格のストックオプションを付与された者が、権利行使せず 

に発行会社に譲渡した場合の所得区分を変更 

 

＜所得区分＞ 

 

 

 

 

 

平成 26 年 4

月 1 日以後

に行うスト

ックオプシ

ョンの譲渡

について適

用 

居住用財産の譲

渡関係の延長 

【延長】 

○特定居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税特例を２年

延長 

※上限となる売却代金の要件を 1.5億円から１億円に引下げ 

 

○居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除を２年延長 

 

○特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除を２年延長 

 

すべて平成

27年 12月 31

日までに延

長 

その他改正措置 

【拡充】 

○雑損控除における資産損失の金額算定に取得価額をベースとした計 

算方法を加える 

 

○事業主が拠出する企業型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ 

 

 

いずれも大

綱では適用

期日等の具

体的な明記

なし 

 

 

 

 

 

 
改正前 改正後

譲渡所得
（分離課税）

給与所得など
（総合課税）

改正前 改正後

その者が相続し
た全ての土地等
に対応する相続
税額

譲渡した土地
等に対応する
相続税額

 

改正前 改正後

他に企業年金がない場合 月額5.1万円 月額5.5万円

他に企業年金がある場合 月額2.55万円 月額2.75万円
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■ 資産課税 

 相続税・贈与税を中心とする資産課税については、昨年度のような大きな改正内容は示されませんで

した。 
 

項目 内容 適用期日等 

医業承継に係る

相続税・贈与税の

納税猶予等の創

設 

【創設】 

 

○医療法人版の納税猶予制度の創設 

 

＜制度概要＞ 

条件１：相続人が、医療法人の出資持分を相続した場合において、

相続税申告期限において医療法人が、「認定医療法人」で

ある 

 条件２：担保提供 

 効  果：相続人が納付する相続税額を一定期間猶予し、または免除

する 

 

大綱では適

用期日等の

具体的な明

記なし 

 

 

 

■ 消費課税 

 消費課税については、消費税の税率引き上げ時の低所得者対策としての軽減税率の適用時期や車両に

対する課税が議論のポイントとなった。 
 

項目 内容 適用期日等 

＜消費税＞ 

軽減税率 

○関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率 10％時に導入する 

 

○引き続き、与党税制協議会において、対象品目の選定、区分経理等 

のための制度整備、具体的な安定財源手当、国民の理解を得るため 

のプロセス等を検討する 

 

○平成 26年 12月までに結論を得る 

 

－ 

＜消費税＞ 

簡易課税 

の見直し 

 

○みなし仕入れ率の変更 

・金融業・保険業を第 5種事業とし、みなし仕入率を 50％に 

・不動産業を第 6種事業とし、みなし仕入率を 40％に 

 

平成 27 年 4

月 1 日以後

開始の課税

期間より 

＜車体課税＞ 

税率の見直し 

 

○自動車取得税、自動車税、軽自動車税、自動車重量税の税率を消費

税８％引き上げに備えて見直す 

 

税目により

適用時期は

異なる 
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